
〇田川地区清掃施設組合個人情報保護法施行細則 

                              令和５年３月２０日 

規則第 1号  

（趣旨） 

第１条 この規則は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）、個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「政 

令」という。）及び個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委

員会規則第３号）並びに田川地区清掃施設組合個人情報保護法施行条例（令和４年条例

第２号。以下「条例」という。）の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護等

について必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例 

による。 

（個人情報ファイル簿） 

第３条 法第７５条第１項の個人情報ファイル簿及び条例第４条第１項に規定する個人情 

報ファイル簿（以下「条例個人情報ファイル簿」という。）は、様式第１号によるものと

する。 

 （個人情報ファイルの保有等に関する公表等） 

第４条 法第７５条第１項及び条例第４条第１項の規定による公表並びに条例第３条第４ 

項の規定による公表は、告示及び市ホームページへの掲載により行うものとする。 

２ 組合長は、条例第３条第１項から第３項までの規定により通知を受けた事項について、

田川地区清掃施設組合情報公開・個人情報保護審査会条例（令和元年条例第２号）第１

条に規定する田川地区清掃施設組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と

いう。）に報告するものとする。 

（開示請求書） 

第５条 法第７７条第１項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書（様式第２号）とす

る。 

（開示決定通知書等） 

第６条 法第８２条第１項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当

該各号に定める様式により行うものとする。 

 ⑴ 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書（様式第３

号） 

 ⑵ 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書（様式

第４号） 

２ 法第８２条第２項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書（様式第５号）

により行うものとする。 

（開示決定等期限延長通知書） 

第７条 条例第６条第２項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書

（様式第６号）により行うものとする。 

（開示決定等期限特例延長通知書） 

第８条 条例第７条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書（様

式第７号）により行うものとする。 

 （開示請求事案移送書等） 

第９条 法第８５条第１項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有

個人情報開示請求事案移送書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 法第８５条第１項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書（様式

第９号）により行うものとする。 



（第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知） 

第１０条 法第８６条第１項の規定による通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示

請求に係る意見照会書（様式第１０号）により行うものとする。 

２ 法第８６条第２項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書（様 

式第１１号）により行うものとする。 

３ 法第８６条第３項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通 

知書（様式１２号）により行うものとする。 

（電磁的記録の開示の方法） 

第１１条 法第８７条の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別

に応じ、当該各号に掲げる方法（プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の

結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。この項及び次項において同

じ。）を用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うこ

とができるものに限る。）とする。 

⑴ 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁

的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付 

⑵ 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したも

のの閲覧又は交付 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲

覧又は複写したものの交付の方法（プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、

市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。）により開示することが

容易であるときは、当該方法とすることができる。 

３ 前２項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の

保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電

磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができ

る。 

 （開示実施方法等申出書） 

第１２条 法第８７条第３項の申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書（様式第  

１３号）により行うものとする。 

 （保有個人情報の開示） 

第１３条 組合長は、法第８２条第１項の規定により開示の決定を受けた者が、当該決定

に係る保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする場合において、当該保有個人情報が記

録された法第６０条第１項に定める地方公共団体等行政文書（この条において「公文書」

という。）を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文

書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。 

（費用負担） 

第１４条 条例第５条ただし書及び田川地区清掃施設組合議会の個人情報の保護に関する

条例（令和４年条例第２号）第３０条に規定する写しの交付に要する費用は、次の表の

とおりとする。ただし、写しの作成に用いる用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列３番以

下とし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、当該写しの作成に要した費用の額と

する。 

 

種別 費用の額 

複写機により用紙に複写したものの交付 1枚につき１０円 

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 1枚につき５０円 

電磁的記録をＣＤ－Ｒに複写したもの 1枚につき７０円 

２ 政令第２８条第４項に規定する送付に要する費用は、郵送料の実額とする。 



３ 政令第２８条第４項の地方公共団体の規則で定める方法は、組合長の発行する納入通

知書又は会計管理者の指定する預金口座への振込みによる方法とする。 

 （訂正請求書） 

第１５条 法第９１条第１項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書（様式第１４号）

によるものとする。 

 （訂正決定通知書等） 

第１６条 法第９３条第１項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書（様式第

１５号）により行うものとする。 

２ 法第９３条第２項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書（様式第１６

号）により行うものとする。 

 （訂正決定等期限延長通知書） 

第１７条 法第９４条第２項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知

書（様式第１７号）により行うものとする。 

 （訂正決定等期限特例延長通知書） 

第１８条 法第９５条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書

（様式第１８号）により行うものとする。 

 （訂正請求事案移送書等） 

第１９条 法第９６条第１項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保

有個人情報訂正請求事案移送書（様式第１９号）により行うものとする。 

２ 法第９６条第１項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書（様式

第２０号）により行うものとする。 

 （訂正実施通知書） 

第２０条 法第９７条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書（様式第２１号）

により行うものとする。 

 （利用停止請求書） 

第２１条 法第９９条第１項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書（様式第

２２号）によるものとする。 

 （利用停止決定通知書等） 

第２２条 法第１０１条第１項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書（様

式第２３号）により行うものとする。 

２ 法第１０１条第２項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書（様式

第２４号）により行うものとする。 

 （利用停止決定等期限延長通知書） 

第２３条 法第１０２条第２項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延

長通知書（様式第２５号）により行うものとする。 

（利用停止決定等期限特例延長通知書） 

第２４条 法第１０３条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長

通知書（様式第２６号）により行うものとする。 

 （任意代理における委任状） 

第２５条 本人の委任による代理人が次の各号に掲げる請求をする場合における政令第 

２２条第３項（政令第２９条において準用する場合を含む。）の委任状は、当該各号に定

める様式によるものとする。 

 ⑴ 法第７６条第２項の規定による開示請求 委任状（保有個人情報に係る開示請求用）

（様式第２７号） 

 ⑵ 法第９０条第２項の規定による訂正請求 委任状（保有個人情報に係る訂正請求用）

（様式第２８号） 

 ⑶ 法第９８条第２項の規定による利用停止請求 委任状（保有個人情報に係る利用停

止請求用）（様式第２９号） 

（審議会諮問通知書） 

第２６条 法第１０５条第３項において準用する同条第２項の規定による通知は、保有個

人情報に係る審議会諮問通知書（様式第３０号）により行うものとする。 

（施行の状況の公表） 



第２７条 条例第８条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

⑴ 毎年６月末日までに前年度分を公表する。 

⑵ 公表事項は、次に掲げるとおりとする。 

ア 個人情報ファイル及び条例個人情報ファイルの保有件数 

イ 法第７６条第１項又は第２項の規定による開示請求、法第９０条第１項又は第２

項の規定による訂正請求及び法第９８条第１項又は第２項の規定による利用停止請

求（この項において「請求等」という。）の件数 

ウ 請求等に係る開示、訂正及び利用停止の可否の決定状況 

エ 審査請求の件数 

オ その他必要事項 

⑶ 公表は、田川地区清掃施設組合前の掲示板に掲示して行うものとする。 

（委任） 

第２８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 （田川地区清掃施設組合個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 田川地区清掃施設組合個人情報保護条例施行規則（令和元年規則第１号）は、廃止す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第５条関係） 

（表）  

保有個人情報開示請求書 

（実施機関名） 殿 

年  月  日 

 

郵便番号        

（請求者）住所又は居所                      

     フリガナ                        

            氏  名                        

            電話番号                        

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の開示を請求します。 

請 求 す る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

  請求する保有個人情報の内 

容が特定できるよう、開示 

請求に係る保有個人情報が 

記録されている公文書の名 

称、内容等をできるだけ具 

体的に記載してください。 

 

求める開示の実施方法 □閲覧  □視聴・聴取  □写しの交付（□郵送希望） 

代理人が

請求する

場合にお

ける本人

の氏名等 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 

住所又は居所  

電 話 番 号  

代理人の種別 

□ 法定代理人 

□ 未成年者（    年  月  日生） 

  □ 成年被後見人 

□ 任意代理人 

備 考  

注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 

  ２ 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要

な書類（個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証等）の提示及びその

写しの提出が必要です。 

  ３ 法定代理人による請求の場合は、２の書類のほか戸籍謄本等その資格を証明する

書類の提示又は提出が必要です。 

  ４ 任意代理人による請求の場合は、２の書類のほか委任状等その資格を証明する書

類の提出が必要です。 

  ５ ３及び４の書類は、開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。 

  ６ 任意代理人による請求の場合は、本人に対し、代理権の付与についての確認を行

う場合がありますので、本人の電話番号を必ず記載してください。 

  ７ 開示請求をした代理人が当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にそ

の資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を届け出てください（当該届出があ

った段階で、取下げがあったものとみなします。）。 

  ８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

(任意代理人の場合に記入する。) 



（裏） 

【郵送により開示請求を行う場合】 

 郵送により開示請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります（提出す

る書類にレ印を付けてください。）。なお、その他確認書類を提出する場合には、開示請求

担当窓口へ事前に相談してください。 

１ 請求者欄（表面）に記載された請求者本人であることを確認するため、次の⑴及び⑵

の書類を提出してください。 

 ⑴ 次のいずれかの書類の写し 

  □運転免許証 □健康保険の被保険者証 

  □個人番号カード（表面のみ） □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書  

  □その他確認書類（                    ） 

⑵ 住民票の写し（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。個人番号

の記載がある場合は黒塗りしてください。） 

２ 法定代理人による請求の場合は、１の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する

書類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

３ 任意代理人による請求の場合は、１の書類のほか委任状その他その資格を証明する書

類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

  ただし、委任状については、⑴ 委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添

付するか⑵ 委任者の運転免許証その他の本人に対し、一に限り発行される書類の写しを

併せて提出してください。 

 

※ 事務担当課等記入欄 

事 務 担 当 課 等  

請 求 者 本 人 確 認 欄 

□運転免許証 □健康保険の被保険者証 

□個人番号カード、住民基本台帳カード（住所記載があるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書 

□その他（               ） 

□住民票（郵送の場合、上記書類及び住民票の確認が必要） 

法定代理人資格確認欄 
□戸籍謄本 □成年後見登記の登記事項証明書 

□その他（               ） 

任意代理人資格確認欄 □委任状 □その他（               ） 

備 考  

 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

保有個人情報開示決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

                               （実施機関名） 

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第１項の規定により、次のとおり

全部を開示することを決定したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る 

保有個人情報の内容 

 

請 求 者 の 求 め る 

実施方法等による 

開 示 の 可 否 等 

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができます。 

 

方 法 □閲覧 □視聴・聴取 □写しの交付（ □郵送 ） 

日 時     年  月  日    時   分 

場 所  

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができません（実施

方法等の求めがありません。）。 

  開示の実施の方法については、下記のとおり対応できま

す。同封の保有個人情報開示実施申出書に必要事項を記載し

て事務担当課等に提出してください。 

 
方 法 

⑴ 窓口における閲覧、視聴、聴取又は写しの交付 

⑵ 郵送による写しの交付 

日 時 
   年 月 日から 年 月 日まで 

   時 分から 時 分まで（閉庁日を除く。） 

場 所  

郵送による開示の 

場 合 の 費 用 等 

⑴ 郵送に要する費用：   円（市が指定する口座に振込み） 

⑵ 郵送に要する日数：   日 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考 
 

注 １ 開示を受ける際には、①この通知書と②開示請求をした本人であることを証明す

るために必要な書類を係員に提示してください。 

  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当

課等まで連絡してください。 



 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    に対して審査請求をすることができます。また、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組合を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第６条関係） 



 

保有個人情報部分開示決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第１項の規定により、次のとおり

一部を開示することを決定したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る 

保有個人情報の内容 

 

開 示 し な い 部 分 

及 び 理 由 

個人情報の保護に関する法律第７８条第１項第  号に該当 

該 当 号        説     明 

  

請 求 者 の 求 め る 

実施方法等による 

開 示 の 可 否 等 

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができます。 

 

方 法 □閲覧 □視聴・聴取 □写しの交付（ □郵送 ） 

日 時 年  月  日      時   分 

場 所  

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができません（実施

方法等の求めがありません。）。 

  開示の実施の方法については、下記のとおり対応できま

す。同封の保有個人情報開示実施申出書に必要事項を記載し

て事務担当課等に提出してください。 

 
方 法 

⑴ 窓口における閲覧、視聴・聴取又は写しの交付 

⑵ 郵送による写しの交付 

日 時 
 年 月 日から 年 月 日まで 

 時 分から 時 分まで（閉庁日を除く。） 

場 所  

郵送による開示の 

場 合 の 費 用 等 

⑴ 郵送に要する費用：   円（市が指定する口座に振込み） 

⑵ 郵送に要する日数：   日 

事 務 担 当 課 等 
 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

注 １ 開示を受ける際には、⑴ この通知書と⑵ 開示請求をした本人であることを証明



するために必要な書類を係員に提示してください。 

  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当

課等まで連絡してください。 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組合を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。



様式第５号（第６条関係） 

 

保有個人情報不開示決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第２項の規定により、次のとおり

全部を開示しないことを決定したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る 

保有個人情報の内容 

 

開 示 し な い 理 由 

個人情報の保護に関する法律第７８条第１項第  号に該当 

該 当 号 説      明 

  

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第７条関係） 

 

保有個人情報開示決定等期限延長通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、田川地区清

掃施設組合個人情報施行条例（令和５年条例第１号）第６条第２項の規定により、次のと

おり開示決定等の期限を延長したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る 

保有個人情報の内容 

 

延長前の決定期間 
年   月   日 から 

年   月   日 まで 

延長後の決定期限 年   月   日 

延 長 の 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―     

備 考  



様式第７号（第８条関係） 

 

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、田川地区清

掃施設組合個人情報施行条例（令和５年条例第１号）第７条の規定により、次のとおり開

示決定等の期限を延長したので通知します。 

開 示 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

延 長 前 の 決 定 期 間 
年   月   日 から 

年   月   日 まで 

開示請求に係る保有個人情報

のうちの相当の部分について

開 示 決 定 等 を す る 期 限 

年   月   日  

残りの保有個人情報について

開 示 決 定 等 を す る 期 限 
      年   月   日 

田川地区清掃施設組組合 

個 人 情 報 保 護 施 行 条 例 

第 ７ 条 を 適 用 す る 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考 
 



様式第８号（第９条関係） 

 

保有個人情報開示請求事案移送書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名）  

 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８５条第１項の規定によ

り、次のとおり移送します。 

開 示 請 求 に 係 る 

保有個人情報の内容 

 

開 示 請 求 者 氏 名 等 

 

氏 名： 

住所又は居所： 

連絡先： 

 

法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 

本人の状況 □未成年（  年  月  日生） 

      □成年被後見人 

      □任意代理人委任者 
 

本人の氏名                 

本人の住所又は居所             

添 付 資 料 等 
 

備 考  

注 開示請求書の写し、移送までの経緯の概要等参考になる資料を添付し、併せて添付資料欄

に記載すること。  



様式第９号（第９条関係） 

 

保有個人情報開示請求事案移送通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８５条第１項の規定によ

り、次のとおり移送したので通知します。 

 なお、保有個人情報の開示決定等は、以下の移送先の行政機関等において行われます。 

開 示 請 求 に 係 る 

保有個人情報の内容 

 

移 送 を し た 日 年    月    日 

移 送 の 理 由 
 

移送先の行政機関の長等 

行政機関の長等 

 

 

所在地 

 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

移送元の事務担当課等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

  



様式第１０号（第１０条関係） 

 

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

あなた（貴団体等）に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定による開示請求があり、

当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、同法第８６条第１項の

規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 

つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、別紙「保

有個人情報の開示決定等に係る意見書」を御提出していただきますようお願いいたします。 

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

開示請求に係る保有個人情報

に含まれているあなた（貴団

体等）に関する情報の内容 

 

開 示 請 求 の 年 月 日 年   月   日 

意 見 書 の 提 出 先 

（ 事 務 担 当 課 等 ） 

所在地（〒       ） 

 

名 称  

 

電話番号（   ）   ―    

意 見 書 の 提 出 期 限 年     月     日 

備 考  

 

 



別 紙 

 

保有個人情報の開示決定等に係る意見書 

 
年  月  日  

 

 （実施機関名） 殿 

 

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所の所在地） 

             

      

氏名又は名称（法人その他の団体にあっては、その団体の代表者の氏名） 

 

            電話番号（   ）   ― 

            連絡先又は連絡担当者 

 

 

    年  月  日付け田  第   号で照会のあった保有個人情報の開示につい

て、次のとおり意見を提出します。 

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている 

私（当団体等）に関する 

情 報 の 内 容 

 

開示に関しての意見 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がない。 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がある。 

 

⑴ 支障（不利益）がある部分 

 

 

 

⑵ 支障（不利益）の具体的理由 

 

注 １ 本意見書の内容確認等を行う場合がありますので、電話番号欄には、確実に連絡

が取れる番号を記載してください。 

  ２ 開示に関しての意見欄には、保有個人情報を開示されることについて「支障がな

い」場合、「支障がある」場合のいずれかに該当する□にレ印を付けてください。ま

た、「支障がある」を選択された場合には、⑴支障（不利益）がある部分、⑵支障（不

利益）の具体的理由について記載してください。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

 

  



様式第１１号（第１０条関係） 

 

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

あなた（貴団体等）に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定に

よる開示請求があり、当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、

法第８６条第２項の規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 

つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、別紙「保

有個人情報の開示決定等に係る意見書」を御提出していただきますようお願いいたします。 

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

開示請求に係る保有個人情報

に含まれているあなた（貴団体

等 ）に関する情報の内容 

 

開 示 請 求 の 年 月 日 年   月   日 

法第８６条第２項第１号 

又は第２号の規定の適用区分

及 び そ の 理 由 

 

⑴ 適用区分  □第１号  □第２号 

⑵ 適用理由 

意 見 書 の 提 出 先 

（ 事 務 担 当 課 等 ） 

所在地（〒       ） 

 

名 称  

 

電話番号（   ）   ―     

意 見 書 の 提 出 期 限 年     月     日 

備 考  

 



別 紙 

 

保有個人情報の開示決定等に係る意見書 

 
年  月  日  

 

 （実施機関名） 殿 

 

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所の所在地） 

             

      

氏名又は名称（法人その他の団体にあっては、その団体の代表者の氏名） 

 

            電話番号（   ）   ― 

            連絡先又は連絡担当者 

 

 

    年  月  日付け田  第   号で照会のあった保有個人情報の開示につい

て、次のとおり意見を提出します。 

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている 

私（当団体等）に関する 

情 報 の 内 容 

 

開示に関しての意見 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がない。 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がある。 

 

⑴ 支障（不利益）がある部分 

 

 

 

⑵ 支障（不利益）の具体的理由 

 

注 １ 本意見書の内容確認等を行う場合がありますので、電話番号欄には、確実に連絡

が取れる番号を記載してください。 

  ２ 開示に関しての意見欄には、保有個人情報を開示されることについて「支障がな

い」場合、「支障がある」場合のいずれかに該当する□にレ印を付けてください。ま

た、「支障がある」を選択された場合には、⑴支障（不利益）がある部分、⑵支障（不

利益）の具体的理由について記載してください。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

 

  



様式第１２号（第１０条関係） 

 

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名） 

 

 

    年  月  日付けであなた（貴団体等）から「保有個人情報の開示決定等に係

る意見書」の提出がありました保有個人情報については、次のとおり開示することを決定

しましたので、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８６条第３項

の規定により通知します。 

開示決定した保有個人情報

に含まれているあなた（貴団

体等）に関する情報の内容 

 

開 示 決 定 を し た 理 由 

 

開 示 決 定 を し た 日       年   月   日 

開 示 を 実 施 す る 日       年   月   日 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組組合を被告とし

て（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 



様式第１３号（第１２条関係） 

 

保有個人情報の開示実施方法等申出書 

 
年  月  日  

 

 （実施機関名） 殿 

 

郵便番号        

（請求者）住所又は居所                      

     フリガナ                        

            氏  名                        

            電話番号                        

 

 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８７条第３項の規定により

申し出ます。 

保 有 個 人 情 報 

（部分）開示決定 

通知書の文書番号

及 び 日 付 

文書番号  

日 付       年   月   日 

求 め る 開 示 の 

実 施 方 法 等 

□ 閲覧 

□ 全部 

□ 一部 

（                  ） 

□ 視聴・聴取 

□ 全部 

□ 一部 

（                  ） 

□ 写しの交付 

（□ 郵送希望） 

□ 全部 

□ 一部 

（                  ） 

開 示 の 実 施 を 

希 望 す る 日 
年   月   日 午前・午後

 注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 

  ２ 保有個人情報の一部のみの開示の実施を求める場合又は保有個人情報について部

分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合は、一部の□にレ印を付けた上

で、その内容を記載してください。 

  ３ この申出は、正当な理由がある場合を除き、個人情報の保護に関する法律第８２

条第１項に規定する通知があった日から３０日以内に行う必要があります。 

  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 



様式第１４号（第１５条関係） 

（表）  

保有個人情報訂正請求書 

 
（実施機関名） 殿 

年  月  日  

郵便番号        

（請求者）住所又は居所                      

     フリガナ                        

            氏  名                        

            電話番号                        

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９１条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の訂正を請求します。 

開 示 を 受 け た 年 月 日 年    月    日 

開 示 決 定 通 知 書 の 

文 書 番 号 及 び 決 定 日 

文書番号： 

開示決定日： 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

訂正請求の趣旨及び理由 

 

代理人が請

求する場合

における本

人の氏名等 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 

住 所 

又 は 居 所 

 

電 話 番 号  

代 理 人 

の 種 別 

□法定代理人 

□未成年者（    年  月  日生） 

 □成年被後見人 

□任意代理人 

備 考  

注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 

  ２ 必要に応じて訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、

又は提出してください。 

  ３ 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要

な書類（個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証等）の提示及びその

写しの提出が必要です。 

  ４ 法定代理人による請求の場合は、３の書類のほか戸籍謄本等その資格を証明する

書類の提示又は提出が必要です。 

  ５ 任意代理人による請求の場合は、３の書類のほか委任状等その資格を証明する書

類の提出が必要です。 

  ６ ４及び５の書類は、訂正請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。 

  ７ 任意代理人による請求の場合は、本人に対し、代理権の付与についての確認を行

う場合がありますので、本人の電話番号を必ず記載してください。 

  ８ 個人情報の保護に関する法律第９０条第３項の規定により、訂正請求は、開示を

受けた日から９０日を経過するとできなくなります。 

  ９ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

(任意代理人の場合に記入する。) 



（裏） 

【郵送により訂正請求を行う場合】 

 郵送により訂正請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります（提出す

る書類にレ印を付けてください。）。なお、その他確認書類を提出する場合には、開示請求

担当窓口へ事前に相談してください。 

１ 請求者欄（表面）に記載された請求者本人であることを確認するため、次の⑴及び⑵

の書類を提出してください。 

 ⑴ 次のいずれかの書類の写し 

  □運転免許証 □健康保険の被保険者証 

  □個人番号カード（表面のみ） □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書  

  □その他確認書類（                    ） 

⑵ 住民票の写し（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。個人番号

の記載がある場合は黒塗りしてください。） 

２ 法定代理人による請求の場合は、１の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する

書類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

３ 任意代理人による請求の場合は、１の書類のほか委任状その他その資格を証明する書

類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

  ただし、委任状については、⑴ 委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添

付するか⑵ 委任者の運転免許証その他の本人に対し、一に限り発行される書類の写しを

併せて提出してください。 

 

※ 事務担当課等記入欄 

事 務 担 当 課 等  

請 求 者 本 人 確 認 欄 

□運転免許証 □健康保険の被保険者証 

□個人番号カード、住民基本台帳カード（住所記載があるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書 

□その他（               ） 

□住民票（郵送の場合、上記書類及び住民票の確認が必要） 

法定代理人資格確認欄 
□戸籍謄本 □成年後見登記の登記事項証明書 

□その他（               ） 

任意代理人資格確認欄 □委任状 □その他（               ） 

備 考  

 



様式第１５号（第１６条関係） 

 

保有個人情報訂正決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９３条第１項の規定により、次のとおり

訂正することを決定したので通知します。 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

訂 正 決 定 を す る 内 容 

及 び 理 由 

（訂正内容） 

（訂正理由） 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―              

備 考 

 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組合を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

  



様式第１６号（第１６条関係） 

 

保有個人情報不訂正決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで訂正請求のあった個人情報については、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９３条第２項の規定により、次のとおり訂正

をしないことを決定したので通知します。 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

訂 正 を し な い 

こ と と し た 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考 

 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組合を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

  



様式第１７号（第１７条関係） 

 

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９４条第２項の規定により、次のとおり

訂正決定等の期限を延長したので通知します。 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

延 長 前 の 決 定 期 間 
年   月   日 から 

年   月   日 まで 

延 長 後 の 決 定 期 限 年   月   日  

延 長 の 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

 

  



様式第１８号（第１８条関係） 

 

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９５条の規定により、次のとおり訂正決

定等の期限を延長したので通知します。 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

延 長 前 の 決 定 期 間 
年   月   日 から 

年   月   日 まで 

訂正決定等をする期限 年   月   日 

個人情報の保護に関する

法 律 第 ９ ５ 条 を 

適 用 す る 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

  



様式第１９号（第１９条関係） 

 

保有個人情報訂正請求事案移送書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９６条第１項の規定によ

り、次のとおり移送します。 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

訂 正 請 求 者 氏 名 等 

 

氏 名： 

住所又は居所： 

連絡先： 

 

法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 

本人の状況 □未成年（  年  月  日生） 

      □成年被後見人 

      □任意代理人委任者 
 

本人の氏名                 

本人の住所又は居所             

添 付 資 料 等 
 

備 考 

 

注 訂正請求書の写し、移送までの経緯の概要等参考になる資料を添付し、併せて添付資

料欄に記載すること。 

  



様式第２０号（第１９条関係） 

 

保有個人情報訂正請求事案移送通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            様 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９６条第１項の規定によ

り、次のとおり移送したので通知します。 

 なお、保有個人情報の訂正決定等は、以下の移送先の行政機関等において行われます。 

訂 正 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

移 送 を し た 日 年    月    日 

移 送 の 理 由 
 

移送先の行政機関の長等 

行政機関の長等 

 

 

所在地 

 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

移送元の事務担当課等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考  

  



様式第２１号（第２０条関係） 

 

保有個人情報訂正実施通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名）  

 

 

貴職に提供している個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）第９２条の規定により、次のとおり訂正したので、同法第９７条の規定により

通知します。 

提供した保有個人情報の内容 

 

訂正請求者の氏名等保有個人

情報を特定するための情報 

（氏名、住所等） 

訂 正 請 求 の 趣 旨 
 

訂正決定をする内容及び理由 

（訂正内容） 

（訂正理由） 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考 

 

 

  



様式第２２号（第２１条関係） 

（表）  

保有個人情報利用停止請求書 

 
（実施機関名） 殿 

年  月  日  

郵便番号        

（請求者）住所又は居所                      

     フリガナ                        

            氏  名                        

            電話番号                        

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９９条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。 

開 示 を 受 け た 年 月 日 年    月    日 

開 示 決 定 通 知 書 の 

文 書 番 号 及 び 決 定 日 

文書番号： 

開示決定日： 

利 用 停 止 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

利 用 停 止 請 求 の 趣 旨 

及 び 理 由 

 

代理人が

請求する

場合にお

ける本人

の氏名等 

フ リ ガ ナ 

氏 名 

 

 

住所又は居所  

電 話 番 号  

代理人の種別 

□法定代理人 

□未成年者（    年  月  日生） 

 □成年被後見人 

□任意代理人 

備 考  

注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 

  ２ 必要に応じて利用停止を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示

し、又は提出してください。 

  ３ 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要

な書類（個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証等）の提示及びその

写しの提出が必要です。 

  ４ 法定代理人による請求の場合は、３の書類のほか戸籍謄本等その資格を証明する

書類の提示又は提出が必要です。 

  ５ 任意代理人による請求の場合は、３の書類のほか委任状等その資格を証明する書

類の提出が必要です。 

  ６ ４及び５の書類は、利用停止請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。 

  ７ 任意代理人による請求の場合は、本人に対し、代理権の付与についての確認を行

う場合がありますので、本人の電話番号を必ず記載してください。 

  ８ 個人情報の保護に関する法律第９８条第３項の規定により、利用停止請求は、開

示を受けた日から９０日を経過するとできなくなります。 

  ９ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 

(任意代理人の場合に記入する。) 



（裏） 

【郵送により利用停止請求を行う場合】 

 郵送により利用停止請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります（提

出する書類にレ印を付けてください。）。なお、その他確認書類を提出する場合には、開示

請求担当窓口へ事前に相談してください。 

１ 請求者欄（表面）に記載された請求者本人であることを確認するため、次の⑴及び⑵

の書類を提出してください。 

 ⑴ 次のいずれかの書類の写し 

  □運転免許証 □健康保険の被保険者証 

  □個人番号カード（表面のみ） □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書  

  □その他確認書類（                    ） 

⑵ 住民票の写し（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。個人番号

の記載がある場合は黒塗りしてください。） 

２ 法定代理人による請求の場合は、１の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する

書類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

３ 任意代理人による請求の場合は、１の書類のほか委任状その他その資格を証明する書

類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

  ただし、委任状については、⑴ 委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添

付するか⑵ 委任者の運転免許証その他の本人に対し、一に限り発行される書類の写しを

併せて提出してください。 

 

※ 事務担当課等記入欄 

事 務 担 当 課 等  

請 求 者 本 人 確 認 欄 

□運転免許証 □健康保険の被保険者証 

□個人番号カード、住民基本台帳カード（住所記載があるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書 

□その他（               ） 

□住民票（郵送の場合、上記書類及び住民票の確認が必要） 

法定代理人資格確認欄 
□戸籍謄本 □成年後見登記の登記事項証明書 

□その他（               ） 

任意代理人資格確認欄 □委任状 □その他（               ） 

備 考  

 



様式第２３号（第２２条関係） 

 

保有個人情報利用停止決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０１条第１項の規定により、次の

とおり利用停止することを決定したので通知します。 

利 用 停 止 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

利用停止決定をする内容

及 び 理 由 

（利用停止決定の内容） 

（利用停止の理由） 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―     

備 考 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組合を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

  



様式第２４号（第２２条関係） 

 

保有個人情報利用不停止決定通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで利用停止請求のあった個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０１条第２項の規定により、次のとお

り利用停止をしないことを決定したので通知します。 

利 用 停 止 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

利 用 停 止 を し な い 

こ と と し た 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―      

備 考 
 

 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、    長に対して審査請求をすることができます。また、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に田川地区清掃施設組合を被告として

（代表者は    長となります。）この決定の取消しの訴えを提起することもできます。 

なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 

  



様式第２５号（第２３条関係） 

 

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名） 

 

 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０２条第２項の規定により、次の

とおり利用停止決定等の期限を延長したので通知します。 

利 用 停 止 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

延 長 前 の 決 定 期 間 
年   月   日 から 

年   月   日 まで 

延 長 後 の 決 定 期 限 年   月   日  

延 長 の 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―   

備 考  

  



様式第２６号（第２４条関係） 

 

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                               （実施機関名）  

 

 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第１０３条の規定

により、次のとおり利用停止決定等の期限を延長したので通知します。 

利 用 停 止 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

延 長 前 の 決 定 期 間 
年   月   日 から 

年   月   日 まで 

利 用 停 止 決 定 等 

を す る 期 限 
年   月   日 

法第１０３条の規定を 

適 用 す る 理 由 

 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）  ―     

備 考  

  



様式第２７号（第２５条関係） 

 

 

委任状（保有個人情報に係る開示請求用） 

 

 

代理人 住所 

 

氏名 

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 保有個人情報の開示請求を行う権限 

２ １の開示請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ １の開示請求に係る開示決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ １の開示請求に係る開示決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ １の開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受ける権

限及び１の開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定通知を受ける権限 

６ 開示の実施の方法その他政令で定める事項を申し出る権限及び１の開示請求に係る開

示の実施を受ける権限 

 

 

 

     年   月   日 

 

委任者        住所 

  

氏名                    □印  

                     （⑵の身分証明書を添付しない場合に押印） 
 

連絡先電話番号 

 

 

 

 

（注）次のいずれかの措置をとってください。 

⑴ 委任者の氏名の横に実印を押印し、印鑑登録証明書（開示請求の日前３０日以内

に作成されたものに限る。）を添付する。 

⑵ 委任者の運転免許証、個人番号カード（個人番号通知カードは不可）その他の本

人に対し、一に限り発行される書類の複写物を添付する。 

 
※ １から６までのうち、不要な事項は、抹消してください。 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 

開示請求に係る

保有個人情報の

本人 



様式第２８号（第２５条関係） 

 

 

委任状（保有個人情報に係る訂正請求用） 

 

 

代理人 住所 

 

氏名 

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 保有個人情報の訂正請求を行う権限 

２ １の訂正請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ １の訂正請求に係る訂正決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ １の訂正請求に係る訂正決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ １の訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨の決定通知を受ける権限及び１の訂正

請求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定通知を受ける権限 

 

 

 

     年   月   日 

 

委任者        住所 

  

氏名                    □印  

                     （⑵の身分証明書を添付しない場合に押印） 
 

連絡先電話番号 

 

 

 

 

 

（注）次のいずれかの措置をとってください。 

⑴ 委任者の氏名の横に実印を押印し、印鑑登録証明書（開示請求の日前３０日以内

に作成されたものに限る。）を添付する。 

⑵ 委任者の運転免許証、個人番号カード（個人番号通知カードは不可）その他の本

人に対し、一に限り発行される書類の複写物を添付する。 

 
※ １から５までのうち、不要な事項は、抹消してください。 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 
 

訂正請求に係る

保有個人情報の

本人 



様式第２９号（第２５条関係） 

 

 

委任状（保有個人情報に係る利用停止請求用） 

 

 

代理人 住所 

 

氏名 

 

 

上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 

記 

 

１ 保有個人情報の利用停止請求を行う権限 

２ １の利用停止請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ １の利用停止請求に係る利用停止決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ １の利用停止請求に係る利用停止決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受け

る権限 

５ １の利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止する旨の決定通知を受ける権限及び

１の利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止しない旨の決定通知を受ける権限 

 

 

 

     年   月   日 

 

委任者        住所 

  

氏名                    □印  

                  （⑵の身分証明書を添付しない場合に押印） 
 

 

連絡先電話番号 

 

 

 

 

（注）次のいずれかの措置をとってください。 

⑴ 委任者の氏名の横に実印を押印し、印鑑登録証明書（開示請求の日前３０日以内

に作成されたものに限る。）を添付する。 

⑵ 委任者の運転免許証、個人番号カード（個人番号通知カードは不可）等本人に対

し、一に限り発行される書類の複写物を添付する。 

 
※ １から５までのうち、不要な事項は、抹消してください。 

用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番としてください。 
  

利用停止請求に

係る保有個人情

報の本人 



様式第３０号（第２６条関係） 

 

保有個人情報に係る審議会諮問通知書 

 
田清  第   号  

年 月 日  

 

            殿 

 

                    田川地区清掃施設組合 組合長 

 

 

個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第  条の規定に基づく  決

定等に対する次の審査請求については、田川地区清掃施設組合情報公開・個人情報保護審

査会に諮問しましたので、同法第１０５条第３項において準用する同条第２項の規定によ

り通知します。 

審 査 請 求 に 係 る 

保 有 個 人 情 報 の 内 容 

 

審 査 請 求 に 係 る 

決 定 等 の 内 容 

 

審 査 請 求 の 内 容 

⑴ 審査請求年月日 

 

⑵ 審査請求の趣旨 

 

 

 

 

諮 問 を し た 日 年   月   日 

事 務 担 当 課 等 

 

電話番号（   ）   ―      

備 考  

 

 


